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【補足：表彰の対象について】 

 本表彰制度の対象は、オリンピック・パラリンピック競技大会後に新たに行お

うとしといるスポーツ・健康まちづくりの取組です。 

 

 ただし、大会後にスポーツ・健康まちづくりの全く新たな取組を一から行うも

のでなくても、既に行っている関連する取組をベースに、今後の新たなスポー

ツ・健康まちづくりの取組を加えて拡大発展させていくものであっても構いま

せん。 

 大事なことは、スポーツ・健康まちづくりの取組を、大会のスポーツ・レガシ

ーとして、将来にわたって継続し地域に定着させることです。 

 

 

 


